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反
競
争
的
行
為
に
係
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、

世
界
の
経
済
、
特
に
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
の
相
互
関
連
が
一
層
強
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
の
健
全
か
つ
効
果
的
な
執
行
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
市
場
の
効
率
的
な
機
能
及
び
両
国
間
の
貿
易

に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
の
健
全
か
つ
効
果
的
な
執
行
が
、
競
争
法
の
適
用
に
お
け
る
両
締
約
国
政
府
の
間
の
協
力
及
び
適

切
な
場
合
に
行
わ
れ
る
調
整
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
、

両
締
約
国
政
府
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
の
適
用
に
関
す
る
相
違
が
随
時
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、

競
争
法
の
適
用
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
を
慎
重
に
考
慮
す
る
と
両
締
約
国
政
府
が
誓
約
す
る
こ

と
に
留
意
し
、

千
九
百
五
十
三
年
四
月
二
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
友
好
通
商
航
海
条
約
第
十
八
条
、
千
九

百
九
十
五
年
七
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
に
修
正
さ
れ
た
国
際
貿
易
に
影
響
の
あ
る
反
競
争
的
慣
行
に
係
る
加
盟
国
の
間
の
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協
力
に
関
す
る
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
の
勧
告
並
び
に
千
九
百
九
十
八
年
三
月
二
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
ハ
ー
ド
・
コ
ア

・
カ
ル
テ
ル
を
防
止
す
る
た
め
の
効
果
的
な
行
動
に
関
す
る
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
の
勧
告
を
考
慮
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
間
の
協
力
関
係
の
進
展
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
の
効
果
的

な
執
行
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
こ
の
協
定
に
従
い
、
そ
の
執
行
活
動
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
合
致
す
る
限
り
、
互
い
に
協
力
し
及
び
支
援
を
提
供
す
る
。

２

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

「
反
競
争
的
行
為
」
と
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
国
の
競
争
法
の
下
で
刑
罰
又
は
救
済
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
の
あ
る

(a)
行
動
又
は
取
引
を
い
う
。

「
競
争
当
局
」
と
は
、

(b)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
っ
て
は
合
衆
国
司
法
省
及
び
連
邦
取
引
委
員
会
を
い
い
、

(i)

日
本
国
に
あ
っ
て
は
公
正
取
引
委
員
会
を
い
う
。

(ii)
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「
競
争
法
」
と
は
、

(c)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
っ
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
一
か
ら
七
）
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
（
合

(i)
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
一
二
か
ら
二
七
）
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
関
税
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
八
か
ら
一
一
）
及
び
不

公
正
な
競
争
方
法
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
連
邦
取
引
委
員
会
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
四
一
か
ら
五
八
）

並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
規
則
を
い
い
、

日
本
国
に
あ
っ
て
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
千
九
百
四
十
七
年
四
月
十
四
日

(ii)
の
法
律
第
五
十
四
号
）
（
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
実
施
に
つ
い
て
定
め
る
命
令
及
び
規
則
を
い

う
。

「
執
行
活
動
」
と
は
、
締
約
国
政
府
が
自
国
の
競
争
法
に
関
連
し
て
行
う
あ
ら
ゆ
る
審
査
若
し
く
は
捜
査
又
は
手
続
で

(d)
あ
っ
て
、
次
の
も
の
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

事
業
活
動
の
監
視
又
は
通
常
の
届
出
、
報
告
若
し
く
は
申
請
の
審
査

(i)

全
般
的
な
経
済
状
況
又
は
特
定
の
産
業
の
全
般
的
な
状
況
を
調
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
究
、
検
討
又
は
調
査

(ii)

第
二
条
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１

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め

る
自
国
政
府
の
執
行
活
動
に
つ
い
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
通
報
す
る
。

２

他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
執
行
活
動
は
、
次
の
も
の
を
含
む
。

他
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
に
関
連
す
る
執
行
活
動

(a)

他
方
の
国
の
国
民
に
対
し
て
行
う
執
行
活
動
又
は
他
方
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
若

(b)
し
く
は
組
織
さ
れ
た
会
社
に
対
し
て
行
う
執
行
活
動

企
業
結
合
以
外
の
反
競
争
的
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
質
的
な
部
分
が
他
方
の
国
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に

(c)
関
す
る
執
行
活
動

企
業
結
合
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
一
若
し
く
は
二
以
上
又
は
当
事
者
の
一
若
し
く
は
二
以
上
を
支
配
す
る
会
社
が
他
方

(d)
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
又
は
組
織
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
執
行
活
動

通
報
す
る
競
争
当
局
が
、
他
方
の
締
約
国
政
府
が
要
求
し
、
奨
励
し
又
は
承
認
し
た
と
認
め
る
行
為
に
関
す
る
執
行
活

(e)
動

他
方
の
国
の
領
域
に
お
け
る
行
為
を
要
求
し
又
は
禁
止
す
る
救
済
措
置
を
含
む
執
行
活
動

(f)
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３

１
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
あ
る
こ
と
を
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
了
知
し
た
場
合
に
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
か
つ
、
い
か
な

る
場
合
に
も
４
及
び
５
の
規
定
に
従
っ
て
行
う
。

４

企
業
結
合
に
関
し
て
１
の
規
定
に
よ
る
通
報
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
通
報
は
次
の
時
点
ま
で
に
行
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
競
争
当
局
に
あ
っ
て
は
、
一
の
競
争
当
局
が
一
九
七
六
年
ハ
ー
ト
・
ス
コ
ッ
ト
・
ロ
デ
ィ
ー
ノ
反

(a)
ト
ラ
ス
ト
強
化
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
一
八
ａ

）
、
連
邦
取
引
委
員
会
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
四
九
、

(e)

五
七
ｂ
－
１
）
又
は
反
ト
ラ
ス
ト
民
事
手
続
法
（
合
衆
国
法
律
集
第
一
五
巻
一
三
一
二
）
に
従
っ
て
、
企
業
結
合
計
画
に

関
す
る
情
報
又
は
文
書
資
料
を
求
め
る
時
。

日
本
国
の
競
争
当
局
に
あ
っ
て
は
、

(b)

競
争
当
局
が
、
企
業
結
合
計
画
に
関
す
る
文
書
、
報
告
そ
の
他
の
情
報
の
提
出
を
独
占
禁
止
法
に
従
っ
て
求
め
る

(i)
時
、
又
は
、

競
争
当
局
が
、
当
初
の
企
業
結
合
計
画
に
独
占
禁
止
法
上
の
重
大
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
企
業
結
合
の
い
ず
れ
か
の

(ii)
当
事
者
に
対
し
通
知
す
る
時
（
た
だ
し
、
そ
の
通
知
の
時
点
に
お
い
て
い
ず
れ
の
当
事
者
も
当
該
企
業
結
合
を
公
表
し
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て
い
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
の
当
事
者
が
当
該
企
業
結
合
又
は
企
業
結
合
計
画
を
公
表
し
た
後
で
き
る
限
り
早
い

時
）
、

の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
時
点
。

５

企
業
結
合
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
１
の
規
定
に
従
っ
て
通
報
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
の

通
報
は
、
当
該
措
置
を
執
る
に
先
立
ち
、
実
行
可
能
な
限
り
早
期
に
行
う
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
あ
っ
て
は
、

(a)

刑
事
手
続
の
開
始

(i)

民
事
又
は
行
政
上
の
措
置
の
開
始
（
暫
定
的
差
止
命
令
及
び
予
備
的
差
止
命
令
の
申
立
て
を
含
む
。
）

(ii)

同
意
判
決
又
は
排
除
措
置
命
令
の
確
定

(iii)

ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
又
は
勧
告
的
意
見
で
あ
っ
て
競
争
当
局
に
よ
っ
て
最
終
的
に
公
表
さ
れ
る
も
の
の
発
出

日
本
国
政
府
に
あ
っ
て
は
、

(b)

刑
事
告
発

(i)

緊
急
停
止
命
令
の
申
立
て

(ii)
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勧
告
又
は
審
判
開
始
決
定

(iii)

課
徴
金
納
付
命
令
（
た
だ
し
、
納
付
者
に
対
し
て
事
前
の
勧
告
が
発
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）



事
前
相
談
へ
の
回
答
で
あ
っ
て
競
争
当
局
が
最
終
的
に
は
公
表
す
る
も
の
の
発
出



警
告

６

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め

る
調
査
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
通
報
す
る
。

７

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
競
争
法
又
は
競
争
政
策
に
係
る
問
題
に
関
連
し
て
、
当
該
国
の
行
政
手
続
、

規
制
に
関
す
る
手
続
又
は
司
法
手
続
（
当
該
競
争
当
局
が
開
始
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
公
に
参
加
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
手
続
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
通
報
す
る
。
こ
の
通
報
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
へ
の
参
加
の
時
又
は
そ
の

後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
行
わ
れ
る
。

８

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
国
の
競
争
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
金
銭
賠
償
そ
の
他
の
救
済
措
置
を

求
め
る
た
め
に
、
当
該
他
方
の
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
私
人
に
対
す
る
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
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政
府
に
対
し
て
通
報
す
る
。

９

通
報
の
内
容
は
、
通
報
を
受
け
た
競
争
当
局
が
そ
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
へ
の
影
響
に
つ
い
て
当
初
の
評
価
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
十
分
詳
細
に
行
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
競
争
法
の
改
正
に
つ
い
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
速

(a)
や
か
に
通
報
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
当
該
競
争
当
局
が
当
該
国
の
競
争
法
に
関
連
し
て
発
出
し
公
表
し
た
ガ
イ

(b)
ド
ラ
イ
ン
、
規
則
又
は
政
策
声
明
の
写
し
を
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
当
該
国
の
競
争
法
に
関
連
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
規
則
又
は
政
策
声
明
に

(c)
係
る
提
案
で
あ
っ
て
一
般
に
入
手
可
能
な
も
の
の
写
し
を
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
す
る
。
こ
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
規
則
又
は
政
策
声
明
に
関
す
る
意
見
を
提
出
す
る
機
会
を
一
般
の
公
衆
に
与
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締

約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
規
則
又
は
政
策
声
明
を
確
定
す
る
に
先
立
っ
て
他
方
の
締
約
国
政
府

が
提
出
す
る
意
見
を
受
領
し
、
そ
の
意
見
に
適
切
な
考
慮
を
払
う
。

第
三
条
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１

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
法
令
及
び
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、

か
つ
、
自
己
の
合
理
的
に
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
そ
の
執
行
活
動
に
つ

い
て
支
援
を
提
供
す
る
。

２

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
法
令
及
び
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、

次
の
こ
と
を
行
う
。

他
方
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
競
争
に
対
し
て
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
る
反
競
争
的
行
為
に
係
る
自

(a)
己
の
執
行
活
動
に
関
し
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
通
知
す
る
こ
と

自
己
が
保
有
し
、
か
つ
、
気
付
く
に
至
っ
た
反
競
争
的
行
為
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の

(b)
競
争
当
局
の
執
行
活
動
に
関
連
し
又
は
か
か
る
執
行
活
動
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
当
該
他
方
の
締

約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
提
供
す
る
こ
と

要
請
に
応
じ
、
か
つ
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
い
、
自
己
の
保
有
す
る
情
報
で
あ
っ
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当

(c)
局
の
執
行
活
動
に
関
連
す
る
も
の
を
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
す
る
こ
と

第
四
条
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１

両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
関
連
す
る
事
案
に
関
し
て
執
行
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
執
行
活
動
の

調
整
を
検
討
す
る
。

２

特
定
の
執
行
活
動
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
特

に
次
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

当
該
執
行
活
動
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
能
力
に
対
し
て
調
整
が
及
ぼ
す
影
響

(a)

当
該
執
行
活
動
に
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
有
す
る
相
対
的
な
能
力

(b)

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
、
関
連
す
る
反
競
争
的
行
為
に
対
す
る
有
効
な
救
済
措
置
を
確
保
す
る

(c)
こ
と
の
で
き
る
程
度

両
締
約
国
政
府
及
び
当
該
執
行
活
動
の
対
象
者
が
削
減
す
る
こ
と
の
で
き
る
費
用

(d)

救
済
措
置
が
調
整
さ
れ
た
場
合
に
両
締
約
国
政
府
及
び
当
該
執
行
活
動
の
対
象
者
に
及
ぼ
す
潜
在
的
利
益

(e)
３

い
か
な
る
執
行
活
動
の
調
整
を
行
う
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争

当
局
の
執
行
活
動
の
目
的
に
慎
重
な
考
慮
を
払
っ
て
執
行
活
動
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

４

両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
関
連
す
る
事
案
に
関
し
て
執
行
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
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政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
要
請
に
よ
り
、
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
合
致
す
る
限
り
に

お
い
て
、
当
該
執
行
活
動
に
関
連
し
て
秘
密
の
情
報
を
提
供
し
た
者
が
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
当
該
情
報

を
共
有
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
照
会
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

５

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
も
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
適
切
な
通
報
を
行
う
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
執
行
活
動
の
調
整
を
い
つ
で
も
限
定
し
又
は
終
了
し
、
執
行
活
動
を
独
自
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

１

締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
国
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
た
反
競
争
的
行
為
が
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
と
信
ず
る
場
合
に
は
、
管
轄
権
に
関
す
る
紛
争
を
回
避
す
る
こ
と
の
重
要
性
及
び
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競

争
当
局
が
当
該
反
競
争
的
行
為
に
関
し
て
よ
り
効
果
的
な
執
行
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し

つ
つ
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
て
適
切
な
執
行
活
動
を
開
始
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
要
請
は
、
当
該
反
競
争
的
行
為
の
性
質
及
び
要
請
す
る
競
争
当
局
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
対
し
て
当
該
反
競

争
的
行
為
が
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
て
で
き
る
限
り
具
体
的
な
も
の
と
し
、
当
該
要
請
す
る
競
争
当
局
が
提
供
す
る
こ
と
の
で

き
る
追
加
情
報
及
び
他
の
協
力
に
関
す
る
申
出
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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２

要
請
を
受
け
た
競
争
当
局
は
、
当
該
要
請
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
反
競
争
的
行
為
に
関
し
、
執
行
活
動
を
開
始
す
る
か
ど

う
か
、
又
は
現
に
行
わ
れ
て
い
る
執
行
活
動
を
拡
大
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
注
意
深
く
検
討
す
る
。
要
請
を
受
け
た
競
争

当
局
は
、
要
請
を
行
っ
た
競
争
当
局
に
対
し
、
実
行
可
能
な
限
り
速
や
か
に
自
己
の
決
定
を
通
知
す
る
。
執
行
活
動
を
開
始

す
る
場
合
に
は
、
要
請
を
受
け
た
競
争
当
局
は
、
要
請
を
行
っ
た
競
争
当
局
に
対
し
、
当
該
執
行
活
動
の
結
果
を
通
知
し
、

可
能
な
範
囲
で
重
要
な
進
捗
状
況
を
通
知
す
る
。

ち
よ
く

第
六
条

１

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
は
、
執
行
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
（
執
行
活
動
の
開
始
、
執
行
活
動
の
範
囲
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の

事
案
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
刑
罰
又
は
救
済
措
置
の
性
格
に
関
す
る
決
定
を
含
む
。
）
に
お
い
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重

要
な
利
益
に
慎
重
な
考
慮
を
払
う
。

２

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
る
特
定
の
執
行
活
動

が
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
通
知
し
た
と
き
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
は
、
当

該
執
行
活
動
の
重
要
な
進
展
に
つ
い
て
適
時
に
通
報
す
る
よ
う
努
め
る
。

３

一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
ず
れ
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か
の
締
約
国
政
府
が
認
め
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
政
府
は
、
そ
の
競
合
す
る
利
益
の
適
切
な
調
整
を
図
る
に
当
た
っ
て
、

状
況
に
応
じ
て
関
連
す
る
こ
と
の
あ
る
他
の
要
素
に
加
え
て
次
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

他
方
の
国
の
領
域
内
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
行
動
又
は
取
引
と
比
較
し
た
と
き
に
執
行
す
る
側
の
締
約
国
政
府
の
国
の

(a)
領
域
内
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
行
動
又
は
取
引
が
当
該
反
競
争
的
行
為
に
対
し
て
有
す
る
相
対
的
な
重
要
性

当
該
反
競
争
的
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
及
ぼ
す
相
対
的
な
影
響

(b)

当
該
反
競
争
的
行
為
に
関
与
し
て
い
る
者
が
、
執
行
活
動
を
行
う
締
約
国
政
府
の
国
の
領
域
内
に
お
け
る
消
費
者
、
供

(c)
給
者
又
は
競
争
相
手
に
影
響
を
及
ぼ
す
意
図
を
有
す
る
こ
と
に
関
す
る
証
拠
の
存
否

当
該
反
競
争
的
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
市
場
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
程
度

(d)

一
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
る
執
行
活
動
と
他
方
の
国
の
法
律
又
は
他
方
の
締
約
国
政
府
の
政
策
若
し
く
は
重
要
な
利
益

(e)
と
の
間
の
抵
触
又
は
一
致
の
程
度

私
人
（
自
然
人
か
法
人
か
を
問
わ
な
い
。
）
が
両
締
約
国
政
府
に
よ
る
相
反
す
る
要
求
の
下
に
置
か
れ
る
か
ど
う
か

(f)

関
連
す
る
資
産
及
び
取
引
の
当
事
者
の
所
在
地

(g)

当
該
反
競
争
的
行
為
に
対
す
る
締
約
国
政
府
の
当
該
執
行
活
動
に
よ
っ
て
効
果
的
な
刑
罰
又
は
救
済
措
置
が
確
保
さ
れ

(h)
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る
程
度

同
一
の
者
（
自
然
人
か
法
人
か
を
問
わ
な
い
。
）
に
関
す
る
他
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
影
響
を
受
け
る
程
度

(i)

第
七
条

１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
っ
て
生
じ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
外

交
上
の
経
路
を
通
じ
て
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
の
要
請
は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。

第
八
条

１

両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
要
請
に
応
じ
て
、
こ
の
協
定
に
関
連
し

て
生
じ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
相
互
に
協
議
す
る
。

２

両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
少
な
く
と
も
年
一
回
、
次
の
目
的
の
た
め
に
会
合
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
に
係
る
、
当
該
時
期
に
お
け
る
執
行
努
力
及
び
重
点
事
項
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と

(a)

共
通
の
関
心
を
有
す
る
経
済
分
野
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と

(b)

そ
れ
ぞ
れ
の
競
争
当
局
が
検
討
し
て
い
る
政
策
変
更
に
関
し
て
討
議
す
る
こ
と

(c)
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そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
競
争
法
の
適
用
に
係
る
他
の
事
項
で
あ
っ
て
双
方
の
関
心
事
項
を
討
議
す
る
こ
と

(d)

第
九
条

１

こ
の
協
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
伝
達
さ
れ
た
情
報
（
公
開
情
報
を
除
く
。
）
は

(a)
、
当
該
情
報
を
提
供
し
た
締
約
国
政
府
が
別
段
の
承
認
を
行
っ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
情
報
を
入
手
し
た
締
約
国
政

府
に
よ
り
、
第
一
条
１
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
の
み
使
用
さ
れ
る
。

こ
の
協
定
に
従
っ
て
競
争
当
局
又
は
関
連
す
る
法
執
行
当
局
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
（
公
開
情
報
を
除
く
。
）
は
、
当

(b)
該
情
報
を
提
供
し
た
競
争
当
局
又
は
関
連
す
る
法
執
行
当
局
が
別
段
の
承
認
を
行
っ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
三
者
又
は

他
の
当
局
に
伝
達
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

２

１

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
伝
達
さ
れ
た
情
報
を
入
手
し
た
競
争
当
局
は
、
情
報
を
提
供
す
る
競

(b)

争
当
局
が
別
段
の
通
知
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
情
報
を
競
争
法
の
執
行
の
た
め
に
自
国
政
府
の
関
連
す
る
法
執
行

当
局
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
法
執
行
当
局
は
、
次
条
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
当
該
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
秘
密
と
し
て
伝
達
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さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
秘
密
を
保
持
す
る
。
た
だ
し
、
他
方
の
締
約
国
政
府
が
当
該
情
報
の
開
示
に
同
意
し
た
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

４

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
は
、
秘
密
の
保
持
又
は
情
報
の
使
用
目
的
の
限
定
に
関
し
て
自
国
政
府
が
要
請
す
る
保
証
を
他

方
の
締
約
国
政
府
が
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
伝
達
す
る
情
報
を
限
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

５

こ
の
協
定
の
他
の
い
か
な
る
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
も
、
自
国
の
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
場
合
又
は
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
と
両
立
し
な
い
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

６

こ
の
条
は
、
情
報
を
入
手
し
た
締
約
国
政
府
の
国
の
法
令
に
基
づ
き
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
情
報
が
使

用
さ
れ
又
は
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
当
該
締
約
国
政
府
は
、
可
能
な
限
り
、
情
報
を
提
供
し
た
締
約
国
政
府
に
対

し
当
該
使
用
又
は
開
示
に
つ
い
て
事
前
に
通
知
す
る
。

第
十
条

１

こ
の
協
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
伝
達
さ
れ
た
情
報
（
公
開
情
報
を
除
く
。
）
は
、
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刑
事
手
続
に
お
い
て
大
陪
審
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
に
提
示
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
き
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
伝
達
さ
れ
た
情
報
（
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
、

刑
事
手
続
に
お
い
て
大
陪
審
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
に
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の

締
約
国
政
府
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
に
当
該
情
報
に
対
す
る
要
請
を
外
交
上
の
経
路
又
は
要
請
を
受
け
る
国
の
法
律

に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
他
の
経
路
を
通
じ
て
提
出
す
る
。
要
請
を
受
け
る
締
約
国
政
府
は
、
要
請
に
基
づ
き
、
要
請
す
る
締

約
国
政
府
が
示
す
正
当
な
期
限
ま
で
に
迅
速
に
回
答
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
一
条

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
競
争
当
局
の
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
実
施
さ
れ
る
。

２

こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
詳
細
な
取
決
め
は
、
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
間
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
両
締
約
国
政
府
の
間
の
他
の
二
国
間
又
は
多
国
間
の
協
定
又
は
取
極
に
従
っ
て
両
締
約

国
政
府
が
相
互
に
支
援
を
求
め
又
は
与
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

４

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
管
轄
権
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
す
る
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
の
政
策
又
は
法
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的
立
場
も
害
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
他
の
国
際
協
定
又
は
そ
の
国
の
法
律
の
下
で
の
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
の
権
利
及
び
義

務
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
連
絡
は
両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
間
に
お

い
て
直
接
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
協
定
第
二
条
の
規
定
（
同
条
８
の
規
定
を
除
く
。
）
に
基
づ
く
通
報
及
び
第
五

条
１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
、
書
面
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
確
認
は
、
両
締
約
国
政
府
の

競
争
当
局
間
の
当
該
連
絡
が
行
わ
れ
た
後
実
行
可
能
な
限
り
速
や
か
に
行
う
。

第
十
三
条

１

こ
の
協
定
は
、
署
名
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
。

２

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
政
府
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
二
箇
月
前
に
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
文
書
に
よ

る
通
告
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
じ
る
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
こ
の
協
定
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
に
よ
り
正
当
に
委
任
を
受
け
、
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

千
九
百
九
十
九
年
十
月
七
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し

た
。日

本
国
政
府
の
た
め
に

小
林
秀
明

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
た
め
に

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
リ
ノ

ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ト
フ
ス
キ
ー


